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論　
　

文国
立
大
学
法
人
化
後
の
法
人
文
書
管
理
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

― 

広
島
大
学
を
事
例
と
し
て 

―

小　
　

池　
　

聖　
　

一

は
じ
め
に

　

公
文
書
管
理
と
は
、
基
本
的
に
帰
属
す
る
組
織
の
特
性
に
対
応
し
た
も
の
で
あ

る
。
日
本
の
公
的
機
関
は
、
そ
の
多
く
が
稟
議
制
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
文
書

は
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
と
し
て
保
存
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
参
照
が
容
易
で
、
決
定

に
至
る
過
程
が
一
覧
で
き
、
前
例
と
し
て
参
照
す
る
に
便
利
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
。
広
島
大
学
で
も
法
人
文
書
は
、簿
冊
形
態
で
作
成
さ
れ
、保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

広
島
大
学
の
場
合
は
、
文
書
作
成
の
段
階
か
ら
簿
冊
化
し
、
法
人
文
書
管
理
簿

に
登
録
さ
れ
る
ま
で
一
貫
し
た
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
分

類
に
対
応
し
た
保
存
年
限
や
重
要
度
に
つ
い
て
も
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る（

１
）。

　

そ
の
際
、
基
本
的
に
、
公
文
書
管
理
は
、
起
案
か
ら
決
裁
、
そ
し
て
簿
冊
と
し

て
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
と
、
簿
冊
後
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
と
し
て
の
簿
冊

管
理
過
程
の
二
つ
の
管
理
局
面
が
存
在
す
る
。

　

組
織
に
と
っ
て
は
、
政
策
過
程
に
あ
る
前
者
の
文
書
管
理
が
最
も
重
要
で
あ

り
、
何
よ
り
も
、
情
報
の
保
持
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
起
案
の
際
に
作

成
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
管
理
お
よ
び
、
作
成
中
の
文
書
の
管
理
は
、
機
密
文
書
に

相
当
し
な
い
一
般
文
書
で
あ
っ
て
も
、
個
人
情
報
保
護
等
の
観
点
も
加
味
さ
れ

て
厳
重
に
行
わ
れ
て
お
り
、業
務
組
織
に
お
い
て
は
重
要
な
監
査
対
象
と
も
な
っ

て
い
る
。

　

国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
を
事
例
と
し
て
み
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
特
定
秘
密
保

護
法
の
対
象
と
な
る
機
密
文
書
は
、
基
本
的
に
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
文
部
科

学
省
か
ら
の
通
達
や
、
大
学
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
文
書
に
お
い
て
は
、
対
外
的

か
つ
対
内
的
に
大
き
く
現
状
の
変
更
を
伴
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
部
外
秘
・
秘

と
し
て
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
、
大

学
と
い
う
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
は
、
学
籍
簿
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
証
明
機

能
を
有
す
る
個
人
情
報
を
多
数
管
理
し
て
お
り
、
個
人
情
報
の
保
持
が
業
務
と
し

て
も
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
、
国
立
大
学
法
人
化
以
後
の
国

立
大
学
法
人
広
島
大
学
を
事
例
と
し
て
、法
人
文
書
の
フ
ァ
イ
ル
数
の
推
移
か
ら
、

国
立
大
学
法
人
化
以
降
の
法
人
文
書
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

広
島
大
学
文
書
館
（
以
下
、
文
書
館
と
略
記
）
は
、
親
組
織
で
あ
る
広
島
大
学

（
業
務
組
織
）
と
連
携
を
有
し
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
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年
法
律
第
六
六
号
、
以
下
、
公
文
書
管
理
法
と
略
記
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
統
一
的

管
理
を
実
態
と
し
て
行
っ
て
い
る
日
本
で
唯
一
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
で
あ
る
。
文
書
館
は
、
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
管
理
か
ら
、
現
用

文
書
お
よ
び
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
さ
れ
る
非
現
用
文
書
と
を
問
わ
ず
、
広

島
大
学
に
お
け
る
法
人
文
書
の
実
態
を
把
握
し
つ
つ
広
島
大
学
の
法
人
文
書
を
一

元
的
に
管
理
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
国
立
大
学
法
人
化
後
の
法
人
文
書
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
法
人

文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国

立
大
学
法
人
化
後
の
事
務
組
織
（
広
島
大
学
で
は
業
務
組
織
、
以
下
、
業
務
組

織
）
の
業
務
量
推
移
と
組
織
毎
の
業
務
内
容
の
変
化
か
ら
理
解
で
き
る
と
考
え

て
い
る（

２
）。

　

結
果
と
し
て
本
稿
は
、
国
立
大
学
に
お
け
る
実
態
と
し
て
の
公
文
書
管
理
の
在

り
方
を
示
し
、
業
務
と
連
動
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
文
書
館
と
は
何
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
あ
る
べ
き
公
文
書
管
理
の
在
り
方
を
提
言
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

１　

公
文
書
管
理
の
二
局
面
と
広
島
大
学
文
書
館

　

公
文
書
管
理
に
は
、
二
つ
の
局
面
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
書
の
起
案
・

決
裁
か
ら
事
案
が
完
結
し
、
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
と
し
て
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
過

程
と
、
簿
冊
の
管
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
広
島
大
学
で
は
、
前
者
の
過
程

に
つ
い
て
、「
動
態
的
管
理
」
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
静
態
的
管
理
」
と
し

て
類
型
化
し
、
以
下
の
よ
う
に
、
職
員
の
研
修
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
執
務
の
手
引

き
」
に
掲
載
し
て
い
る
。

動
態
的
管
理

　
　

 

一
つ
の
法
人
文
書
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
受
領
（
接
受
）
→
配
付
→
起
案
→

回
議
（
合
議
→
決
裁
）
→
浄
書
→
押
印
→
発
送
と
い
う
幾
つ
も
の
段
階
を
経
て
、

多
く
の
職
員
の
手
に
そ
の
取
扱
い
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
す
。
ま
し
て
、
日
常
多
数

の
文
書
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
文
書
事
務
は
極
め
て
複
雑
な

も
の
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
機
関
に
お
い
て
も
文
書
の
処
理
に

関
す
る
規
程
類
（
文
書
処
理
規
則
な
ど
）
を
定
め
て
、
そ
の
基
準
を
示
す
と

と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
単
位
ご
と
に
文
書
管
理
者
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー
、
支
援
室
長
等
）
を
置
い
て
、
文
書
事
務
の
正
確
、
迅
速
な
取
扱
い
を

期
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
書
事
務
の
流
れ
に
従
っ
て
文
書
の
動
き
を
明
確

に
記
録
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
本
学
で

は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
文
書
の
状
態
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

静
態
的
管
理

　
　

 

完
結
し
た
法
人
文
書
は
、
い
つ
で
も
必
要
な
時
に
取
り
出
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
、
整
理
保
存
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
、
本
学
の
意
思

決
定
の
継
続
性
、
統
一
性
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
法
人
文

書
の
中
に
は
証
拠
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
す
。
そ

の
た
め
、
完
結
し
た
法
人
文
書
は
、
全
て
一
定
の
方
式
に
従
っ
て
分
類
、
整

理
し
、
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
法
人
文
書
の
重
要
性
に
よ
り
、
広
島

大
学
法
人
文
書
保
存
期
間
・
重
要
度
基
準
に
よ
っ
て
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
保
存
期
間
が
過
ぎ
た
法
人
文
書
は
、
広
島
大
学
文
書
館

の
選
定
を
受
け
ま
す
。
こ
の
際
、
法
人
文
書
と
し
て
の
保
存
期
間
を
満
了
し

た
後
も
本
学
の
歴
史
的
資
料
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
文
書
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は
、
文
書
館
へ
移
管
さ
れ
ま
す
。

　
　

 
移
管
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は
文
書
管
理
者
の
承
認
を
得
て
順
次
廃

棄
さ
れ
て
い
き
ま
す（

３
）。

　

業
務
組
織
に
お
い
て
は
、「
動
態
的
管
理
」
か
ら
「
静
態
的
管
理
」
へ
と
自
動

的
に
移
行
さ
せ
、
常
に
、
連
動
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
二
つ
の
管
理
は
、
総
則

と
な
る
広
島
大
学
法
人
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
規
則
第
三
六

号
）
の
も
と
、
動
態
的
管
理
に
つ
い
て
は
広
島
大
学
文
書
処
理
細
則
（
平
成
二
三

年
七
月
二
五
日
理
事
（
財
務
・
総
務
担
当
）
決
裁
）
と
広
島
大
学
文
書
処
理
要
領

（
平
成
二
三
年
八
月
二
三
日
理
事
（
財
務
・
総
務
担
当
）
決
裁
）
を
、
静
態
的
管

理
に
つ
い
て
は
、
広
島
大
学
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
保
存
要
領
（
平
成
二
三
年
八
月

二
三
日
理
事（
財
務
・
総
務
担
当
）決
裁
）を
策
定
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
あ
っ

て
文
書
館
長
は
、
広
島
大
学
法
人
文
書
管
理
規
則
第
四
条
に
お
い
て
副
総
括
文
書

管
理
者
と
し
て
定
置
さ
れ
、
第
三
条
第
二
項
の
下
記
各
号
に
つ
い
て
「
総
括
文
書

管
理
者
を
補
佐
す
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
１
） 

法
人
文
書
分
類
基
準
表
及
び
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
整
備
に
関

す
る
こ
と
。

　
（
２
） 

法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
内
閣
府
と
の
調
整
及
び
必
要
な
改
善
措
置

の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
３
） 

法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
指
導
、
監
督
、
研
修
等
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

　
（
４
）
組
織
の
新
設
・
改
正
・
廃
止
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
５
）
法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
６
）
そ
の
他
法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　

こ
れ
は
、「
専
門
的
技
術
的
な
助
言
」
に
止
ま
る
国
立
公
文
書
館
と
は
大
き
く

異
な
る
点
で
も
あ
る（

４
）。

す
な
わ
ち
、
文
書
館
長
の
職
務
と
は
、
総
括
文
書
管
理
者

で
あ
る
理
事
（
財
務
・
総
務
担
当
）
の
も
と
、
情
報
公
開
法
・
個
人
情
報
保
護
法

と
と
も
に
公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
動
態
的
管
理
を
担
当
す
る
財
務
・
総
務
室
財

務
・
総
務
部
総
務
グ
ル
ー
プ
と
、
静
態
的
管
理
を
担
当
す
る
文
書
館
・
公
文
書
室

と
い
う
関
係
に
あ
っ
て
、
公
文
書
管
理
全
体
に
つ
い
て
総
括
文
書
管
理
者
を
補
佐

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
書
館
の
公
文
書
管
理
に
関
す
る
具
体
的
な
業
務
は
、
公
文
書
室
が
主
管
し
、

法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
管
理
と
監
査
業
務
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
研
修

等
が
あ
り（

５
）、

法
人
文
書
の
文
書
館
へ
の
移
管
、
文
書
館
で
の
「
特
定
歴
史
公
文
書

等
」と
さ
れ
る
重
要
公
文
書
の
公
開
・
管
理
・
閲
覧
対
応
等
で
あ
る（

６
）。

こ
れ
ら
は
、

文
書
館
公
文
書
室
に
お
い
て
、「
現
用
」「
非
現
用
」
を
問
わ
ず
、「
歴
史
」
と
い

う
二
文
字
に
捉
わ
れ
る
必
要
の
な
い
法
人
文
書
の
統
一
的
管
理
業
務
を
実
態
と
し

て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

副
総
括
文
書
管
理
者
と
し
て
の
文
書
館
長
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
法
人
文
書
の

統
一
的
管
理
を
通
じ
て
、
広
島
大
学
の
管
理
・
運
営
全
体
の
業
務
が
円
滑
か
つ
効

率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
法
人
文
書
管
理
を
徹
底
し
、
そ
れ
が
組
織
に
活
用
さ
れ
還

元
さ
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
業
務
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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２　

広
島
大
学
に
お
け
る
法
人
文
書
の
推
移

２

－

１　

法
人
文
書
の
重
要
度

　

国
立
大
学
は
、
法
人
化
を
境
と
し
て
大
き
く
組
織
特
性
を
変
容
さ
せ
た
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う

）
（
（

。

　

本
章
で
は
、
文
書
館
が
管
理
し
て
い
る
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
デ
ー
タ

か
ら
、各
保
存
年
限
毎
の
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
量
的
推
移
に
つ
い
て
分
析
す
る（

８
）。

　

ま
ず
、保
存
年
限
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
法
人
文
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、

広
島
大
学
の
場
合
、
広
島
大
学
法
人
文
書
管
理
規
則
及
び
広
島
大
学
法
人
文
書
の

分
類
、
保
存
、
重
要
度
、
移
管
及
び
廃
棄
等
に
関
す
る
細
則
に
基
づ
き
、「
法
人

文
書
の
分
類
・
保
存
期
間
・
重
要
度
基
準
表
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
重
要

度
と
は
、広
島
大
学
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
保
存
要
領
（
平
成
二
三
年
八
月
二
三
日
、

理
事
（
財
務
・
総
務
担
当
決
裁
））
に
お
い
て
、次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

重
要
度
Ⅳ
… 

常
時
人
的
又
は
機
械
的
な
入
（
退
）
室
管
理
又
は
施
錠
が
な
さ
れ

て
い
る
部
屋
、
又
は
金
庫
等
で
保
存
。（
事
務
室
金
庫
、
役
員
室
、

サ
ー
バ
ー
室
等
）

　

重
要
度
Ⅲ
… 

無
人
時
に
機
械
的
入
（
退
）
室
管
理
又
は
施
錠
が
な
さ
れ
て
い
る

部
屋
等
で
、
鍵
の
か
か
る
鉄
庫
等
に
入
れ
て
保
存
。（
事
務
室
内

の
鍵
付
き
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
建
物
内
の
常
時
施
錠
の
書
庫
等
）

　

重
要
度
Ⅱ
… 

時
間
外
に
機
械
的
入
（
退
）
室
管
理
又
は
施
錠
が
な
さ
れ
て
い
る

部
屋
等
で
保
存
。（
事
務
室
内
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
等
）

　

重
要
度
Ⅰ
… 

公
開
用
や
配
付
用
の
文
書
以
外
は
、
重
要
度
Ⅱ
と
同
様
の
保
存
方

法
が
望
ま
し
い
。

　

ま
た
、
重
要
度
Ⅳ
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
は
、「
非
常
災
害
又
は
事
変
に
際
し

て
は
、
優
先
的
に
保
護
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
、
重
要
度
は
、
そ
の

文
書
に
含
ま
れ
る
情
報
が
流
出
（
漏
え
い
）、
紛
失
、
改
ざ
ん
等
し
た
場
合
の
影

響
の
大
き
さ
に
連
関
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

大
学
の
固
有
性
に
応
じ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
重
要
度
Ⅳ
の
も

の
は
、
自
己
点
検
・
評
価
、
組
織
の
設
置
改
廃
、
土
地
台
帳
等
の
他
は
、
人
事
記

録
・
入
試
・
学
生
関
係
・
医
療
関
係
の
個
人
情
報
関
係
で
あ
る
。
保
存
年
限
も
、

入
試
答
案
の
一
年
の
も
の
か
ら
、
学
籍
簿
・
成
績
原
簿
の
よ
う
な
無
期
限
の
も
の

も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
重
要
度
Ⅳ
の
法
人
文
書
の
う
ち
、
文
書
館
に
移
管
さ
れ

る
も
の
は
、
基
本
的
に
、
管
理
・
運
営
に
関
係
す
る
自
己
点
検
・
評
価
、
組
織
の

設
置
改
廃
関
係
と
、
証
明
機
能
を
有
す
る
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
。
学
籍
簿
・
成
績
原

簿
等
に
つ
い
て
は
、
各
部
局
等
が
管
理
し
て
い
る
。
次
に
、
具
体
的
に
、
保
存
年

限
別
に
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
推
移
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

２

－

２　

保
存
期
間
30
年
お
よ
び
無
期
限
の
法
人
文
書

　

30
年
お
よ
び
無
期
限
に
区
分
さ
れ
て
い
る
法
人
文
書
は
、
施
設
関
係
の
諸
届
出

に
関
す
る
も
の
及
び
役
職
員
の
給
与
水
準
の
よ
う
に
、
重
要
度
Ⅰ
と
さ
れ
て
い
る

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
、「
管
理
一
般
」「
危
機
管
理
・
安
全
管
理
」「
人

事
」「
会
計
」「
施
設
管
理
」「
教
育
」「
研
究
・
社
会
連
携
」「
国
際
学
術
」「
情
報
化
」

「
医
療
」「
美
術
品
・
博
物
資
料
・
資
料
」「
文
献
・
資
料
・
図
書
」「
附
属
学
校
」
と

い
う
大
分
類
に
あ
っ
て
、
原
簿
・
台
帳
と
い
っ
た
組
織
の
根
幹
と
な
る
法
人
文
書

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
30
年
お
よ
び
無
期
限
と
さ
れ
る
法

人
文
書
を
内
容
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
次
の
五
点
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
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① 

重
要
な
個
人
情
報
…
人
事
記
録
、
学
籍
簿
、
成
績
原
簿
、
免
許
等
の
証
明
機

能
を
有
す
る
も
の

　

②
組
織
証
明
…
沿
革
、
組
織
の
設
置
改
廃
、
法
人
登
記
、
例
規
・
規
則
、
施
設

　

③
管
理
・
運
営
…
選
挙
・
選
考
、
会
議

　

④
資
産
・
財
産
…
土
地
台
帳
、
知
的
財
産
、
固
定
資
産

　

⑤
規
制
関
係
…
放
射
線
・
薬
物
等

　

こ
の
五
点
に
お
い
て
、
人
事
記
録
、
学
籍
簿
、
成
績
原
簿
、
会
議
、
知
的
財
産

等
に
つ
い
て
は
、
毎
年
着
実
に
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
年
に
お
け
る

フ
ァ
イ
ル
数
の
変
化
は
、
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

　

基
本
的
に
、
漸
増
し
て
お
り
、
平
成
一
七
年
と
平
成
二
七
年
と
を
比
較
す
る
と
、

30
年
保
存
と
無
期
限
の
も
の
を
合
わ
せ
れ
ば
、
全
体
で
約
二
・
二
倍
に
も
な
っ
て

い
る
。
法
人
本
部
で
は
、
平
成
二
〇
年
か
ら
七
年
間
で
、
約
二
・
五
倍
に
、
部
局

で
も
約
一
・
四
五
倍
に
増
加
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
平
成
二
三
年
の
公
文
書
管
理
法
の
施
行
後
、
未
登
録
で
あ
っ
た
文
書
の

法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
へ
の
登
録
が
進
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
は
、
情
報
公
開
法
・
個
人
情
報
保
護

法
と
と
も
に
、
情
報
法
制
の
一
環
と
し
て
運
用
し
た
結
果
、
著
し
く
文
書
の
整
備
が

進
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

今
後
も
、
人
事
関
係
の
文
書
を
中
心
と
し
て
、
30
年
保
存
で
年
約
二
〇
〇
簿
冊

程
度
増
え（

９
）て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　　 H1（ H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2（

本　

部

30年

－ － －

14（6 1538 1534 1660 1（09 1803 1834 1895

無期限
（永年）

－ － －

  459   4（5   556   631 2692 2695 28（6 3014

部　

局

30年

－ － －

30（9 3090 3268 3246 33（3 3430 3986 4152

無期限
（永年）

－ － －

  432   489   （16   （52   （9（   809   914   951

全　

体

30年 3841 4114 4451 4555 4628 4802 4906 5082 5233 5820 604（

無期限
（永年）  （（6   803   834   891   964 12（2 1383 3489 3504 3（90 3965

表１　保存期間30年および無期限の法人文書ファイル数
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２

－

３　

保
存
期
間
10
年
の
法
人
文
書

　

保
存
期
間
10
年
の
法
人
文
書
は
、
保
存
期
間
30
年
お
よ
び
無
期
限
の
文
書
の
よ
う

に
原
局
に
お
い
て
保
管
・
蓄
積
さ
れ
続
け
る
も
の
で
は
な
い
。
保
存
期
間
10
年
の
法

人
文
書
は
、
基
本
的
に
保
存
期
間
30
年
と
無
期
限
の
法
人
文
書
を
補
完
す
る
文
書
も

あ
る
が
、
新
た
な
政
策
立
案
関
係
の
法
人
文
書
が
中
心
で
あ
る
。
内
容
か
ら
分
類
す

れ
ば
、
保
存
期
間
10
年
の
文
書
は
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

①
個
人
情
報
関
係
…
30
年
保
存
の
法
人
文
書
を
補
完
す
る
も
の
。

　

② 

管
理
・
運
営
…
認
証
・
法
人
評
価
、
中
期
計
画
・
中
期
目
標
、
大
学
改
革
、

文
部
科
学
省
関
係
通
知
、
会
議
、
業
務
改
善

　

③
予
算
・
決
算

　

④
教
育
改
革
・
改
善

　

⑤
研
究
情
報
…
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

こ
れ
ら
の
10
年
保
存
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
部
・
各
部
局
等
で
法
人
文
書

整
理
が
進
ん
だ
時
期
が
あ
る
た
め
、
そ
の
作
成
（
登
録
）
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、

時
間
差
が
生
じ
て
い
る
。
本
部
・
部
局
と
も
、
平
成
二
五
年
度
と
比
較
し
た
平
成
二
六

年
度
と
平
成
二
七
年
度
の
数
値
は
、
増
加
に
転
じ
て
い
る
。
本
部
で
は
、
平
成
二
五

年
度
と
比
較
し
た
場
合
、
平
成
二
六
年
度
は
約
23
％
、
平
成
二
七
年
度
で
約
31
％
増

加
し
て
い
る
。
部
局
で
は
、平
成
二
五
年
度
と
比
較
し
て
、平
成
二
六
年
度
は
約
43
％
、

平
成
二
七
年
度
で
約
63
％
と
、
本
部
を
上
回
る
勢
い
で
増
加
し
て
い
る
。

　

こ
の
平
成
二
六
年
度
と
平
成
二
七
年
度
の
増
加
は
、
基
本
的
に
、
平
成
二
五
年

（
二
〇
一
三
年
）
に
研
究
大
学
強
化
促
進
事
業
、平
成
二
七
年
に
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー

バ
ル
大
学
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
業
務
量
の
増
加
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
（
表
２
）。

２

－
４　

保
存
期
間
10
年
以
下
の
法
人
文
書

　

保
存
期
間
10
年
未
満
の
法
人
文
書
の
う
ち
、
７
年
保

存
の
法
人
文
書
は
、
会
計
関
係
の
文
書
で
税
法
と
の
関

係
か
ら
文
書
保
存
期
間
が
７
年
と
な
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
保
存
期
間
１
年
及
び
３
年
の
法
人
文
書
は
、
重

要
度
が
高
い
入
試
関
係
の
も
の
を
除
き
、
基
本
的
に
学

生
関
係
及
び
庶
務
関
係
の
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
保

存
期
間
５
年
の
法
人
文
書
は
、
保
存
期
間
10
年
乃
至
30

年
な
ど
の
重
要
な
法
人
文
書
に
関
連
し
た
も
の
が
多

く
、
保
存
期
間
10
年
の
も
の
が
政
策
立
案
関
係
の
文
書

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
５
年
保
存
の
法
人
文
書
は
、
そ

の
執
行
過
程
に
対
応
す
る
文
書
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

な
お
、
現
在
の
規
則
で
は
２
年
と
い
う
保
存
期
間
は
な

く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
保
存
期
間
１
年
と
３
年
の
文
書
は
、
証

明
書
の
発
出
な
ど
の
庶
務
関
係
の
書
類
が
電
子
化
さ
れ

た
こ
と
な
ど
の
影
響
か
ら
、
基
本
的
に
、
減
少
傾
向
に

あ
る
。
一
方
、
７
年
保
存
の
法
人
文
書
は
激
増
し
て
い

る
。こ
れ
は
、全
学
の
共
通
事
務
室
設
置
に
伴
う
財
務
・

会
計
の
一
元
化
と
税
法
の
関
係
で
保
存
期
間
が
統
一
さ

れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
部
局
な

ど
の
７
年
保
存
文
書
は
合
理
化
さ
れ
、
減
少
す
る
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
転
し
て
５
年
保
存

表２　保存期間10年の法人文書ファイル数

H1（ H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2（
本部

－ － －

2618 2（58 2661 2316 243（ 228（ 2814 2989
部局

－ － －

2350 2389 2228 1945 2101 2336 3340 3818
全体 4559 5049 4996 4968 514（ 4889 4261 4538 4623 6154 680（
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の
法
人
文
書
は
、
多
く
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
10
年
保
存
文
書
同
様
、
外

部
資
金
依
存
率
の
上
昇
に
伴
う
新
規
事
業
の
発
生
に
よ
り
、
多
く
の
文
書
が
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
に
伴
う
学
生
（
留
学
生
）
関

係
業
務
の
急
増
に
よ
る
。
こ
れ
ら
５
年
保
存
文
書
は
、
一
概
に
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー

ク
と
い
う
も
の
で
も
な
い
た
め
、
書
類
作
成
自
体
が
新
規
立
案
と
同
じ
よ
う
に
労

力
が
か
か
る
も
の
が
多
い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
定
数
削
減
の

な
か
で
職
員
数
を
減
ら
し
て
い
る
業
務
組
織
に
と
っ
て
、
こ
の
５
年
保
存
の
法
人

文
書
数
が
高
位
で
推
移
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
業
務
量
が
増
加
傾
向
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
（
表
３
）。

　

以
上
、
広
島
大
学
に
お
け
る
法
人
文
書
の
推
移
を
保
存
年
限
か
ら
見
た
と
き
、

次
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
証
明
書
の
発
給
の
よ
う
な
庶
務
的
業
務
は
電
子
化

等
に
よ
り
業
務
の
合
理
化
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
国
立
大
学
法
人
化
以
後
、
共

通
事
務
室
の
整
備
な
ど
の
合
理
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
、

新
規
立
案
事
項
が
増
大
し
、
こ
れ
に
伴
う
10
年
保
存
と
、
そ
の
部
局
に
お
け
る
執

行
過
程
に
相
当
す
る
５
年
保
存
の
簿
冊
が
増
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
漸
増
す
る
保

存
期
限
30
年
と
無
期
限
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
存
場
所
の
確
保
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
現
状
が
理
解
で
き
よ
う
。

３　

組
織
特
性
の
変
化

　

次
に
、
具
体
的
に
法
人
本
部
に
お
け
る
法
人
文
書
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
数
の
量

的
推
移
か
ら
、
広
島
大
学
の
組
織
特
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

表３　保存期間10年未満の法人文書

H1（ H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2（

本　

部

１年

－ － －

914 9（1 554 304 305 381 461 486
２年

－ － －

18 4 6 0 0 1 0 0
３年

－ － －

2350 2410 1（80 896 （49 811 1021 1188
５年

－ － －

8800 9666 8869 （155 （01（ 8241 10903 10（50
７年

－ － －

232 26（ 651 92（ 1651 2109 2809 2916

部　

局

１年

－ － －

1259 1358 838 158 1（5 151 2（9 300
２年

－ － －

50 51 19 2 1 0 0 0
３年

－ － －

4626 48（6 3283 1285 1199 1244 1591 1480
５年

－ － －

10199 10838 9841 6483 （230 803（ 10969 10696
７年

－ － －

30 34 68 243 （05 （（3 （98 990

全　

体

１年 2160 2459 2248 21（3 2329 1392 462 480 532 （40 （86
２年 38 4（ 50 68 55 25 2 1 1 0 0
３年 6520 （1（6 （096 69（6 （286 5063 2181 1948 2055 2612 2668
５年 1（328 19012 19163 18999 20504 18（10 13638 1424（ 162（8 218（2 21446
７年 6（ 145 19（ 262 301 （19 11（0 2356 2882 360（ 3906
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３

－

１　

法
人
文
書
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
数
の
推
移
と
本
部
組
織

　

法
人
本
部
に
お
け
る
法
人
文
書
数
の
推
移
は
、
次
頁
の
表
４
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

　

学
長
室
は
、
前
身
の
総
務
部
企
画
室
及
び
法
人
化
対
策
室
を
含
め
て
平
成
二
〇
年

か
ら
平
成
二
七
年
ま
で
の
間
に
、
法
人
文
書
簿
冊
数
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。
平
成

二
七
年
の
簿
冊
登
録
数
は
二
一
四
簿
冊
で
あ
り
、
平
成
二
〇
年
四
五
八
簿
冊
の
約

46
％
、
半
分
以
下
に
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
長
室
の
簿
冊
は
、
現
在
、
役
員

会
な
ど
の
重
要
な
会
議
に
関
す
る
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
本
学
に
お
け
る

企
画
・
計
画
機
能
を
教
育
推
進
グ
ル
ー
プ
な
ど
、
教
育
・
学
術
・
社
会
連
携
・
医

療
政
策
・
総
務
各
室
の
企
画
部
門
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
立
案
機
能

か
ら
、
重
要
会
議
と
調
整
機
能
に
重
点
を
移
し
た
結
果
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

こ
れ
に
と
も
な
い
、
教
育
室
の
教
育
支
援
（
教
育
企
画
）
グ
ル
ー
プ
、
教
育

推
進
グ
ル
ー
プ
、
学
術
室
な
ど
は
、
簿
冊
数
が
基
本
的
に
漸
増
し
て
い
る
。
そ

れ
以
上
に
、
特
異
な
増
減
と
い
う
点
で
は
、
教
育
室
国
際
交
流
グ
ル
ー
プ
、
社

会
連
携
グ
ル
ー
プ
、
広
報
グ
ル
ー
プ
、
医
療
政
策
室
、
総
務
グ
ル
ー
プ
、
人
事

グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
、
平
成
二
六
年
度
及
び
平
成
二
七
年
度
の
二
年
間
で
の
増

加
が
目
立
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
、
約
一
・
四
倍
、
約
二
・
七
倍
、
約
一
・
七
倍
、
約
二
・

九
倍
、
約
一
・
三
倍
、
約
二
・
六
倍
、
約
一
・
三
倍
へ
と
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
成
二
七
年
度
、
越
智
光
夫
学
長
の
就
任
に
伴
う
も
の
で
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
推
進
、
外
部
資
金
獲
得
強
化
、
広
報
力
強
化
、
セ
ン
タ
ー
群

の
統
合
管
理
、
霞
キ
ャ
ン
パ
ス
の
重
視
・
重
点
化
、
学
長
室
機
能
の
総
務
グ
ル
ー

プ
へ
の
移
行
、
教
員
人
事
も
含
む
人
事
の
一
元
化
等
の
結
果
で
も
あ
る
。

　

次
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
来
、
業
務
の
急
激
な
増
減
と
は
あ
ま
り
関

係
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
財
務
・
総
務
室
人
事
部
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

３

－

２　

人
事
部
の
法
人
文
書
推
移

　

表
４
に
あ
る
よ
う
に
、
広
島
大
学
の
人
事
組
織
は
、
平
成
二
一
年
度
以
降
、
二

度
の
組
織
改
編
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
二
八
年
度
現
在
、
財
務
・
総
務
室
人
事
部

と
組
織
名
が
変
わ
り
、
人
事
グ
ル
ー
プ
と
服
務
グ
ル
ー
プ
の
二
グ
ル
ー
プ
体
制
と

な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
、
総
体
と
し
て
見
た
と
き
は
、
簿
冊
整
理
を
行
っ
て
所

蔵
簿
冊
数
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
漸
増
を
経
て
、
平
成
二
七

年
度
に
は
前
年
度
比
約
23
％
も
簿
冊
数
を
急
増
さ
せ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
、
人
事
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人
文
書
作
成
状
況
か
ら
見
て
み
る
こ
と
と

す
る
。
表
５
は
、
平
成
二
五
年
度
か
ら
同
二
七
年
度
ま
で
新
規
に
登
録
さ
れ
た
簿

冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
の
う
ち
、
特
徴
的
な
も
の
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的

に
、
給
与
・
福
利
厚
生
・
健
康
管
理
等
に
つ
い
て
は
漸
増
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

男
女
共
同
参
画
関
係
、
照
会
・
回
答
、
人
事
制
度
構
築
、
任
免
に
つ
い
て
簿
冊
数

が
顕
著
に
増
え
て
い
る
。
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
五
年
か
ら
同

二
六
年
に
か
け
て
五
・
三
倍
に
、
照
会
・
回
答
も
、
平
成
二
五
年
か
ら
同
二
六
年

に
か
け
て
四
倍
、
同
二
七
年
で
は
、
七
・
五
倍
に
も
増
え
て
い
る
。
人
事
制
度
に

つ
い
て
も
平
成
二
六
年
度
か
ら
同
二
七
年
度
に
か
け
て
約
一
二
倍
に
、
任
免
関
係

で
も
、
平
成
二
六
年
か
ら
同
二
七
年
度
に
か
け
て
五
・
五
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
男
女
共
同
参
画
、
任
免
の
両
分
野
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
前
者

が
平
成
二
六
年
七
月
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
改
正
、
後
者
が
平
成
二
七
年
九
月
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表４　法人本部における法人文書簿冊（ファイル）数の推移

表５　人事関係法人文書簿冊（ファイル）数の変化

H21 H22  H23 H24 H25 H26 H2（
学長室 301 学長室 318 学長室 223 学長室 21（ 学長室 226 学長室 202 学長室 184

総務部企画室 50

－ － － － － －

法人化対策室 6

－ － － － － －

－ － － － － －大学経営
企画室 29

－ － － － － －グローバル
化推進室 1

監査室 9（ 監査室 148 監査室 142 監査室 154 監査室 168 監査室 214 監査室 213
教育企画 G 46（ 教育企画 G 542 教育企画 G 3（6 教育企画 G 363 教育支援 G 381 教育支援 G 425 教育支援 G 443
教務 G 352 教務 G 552 教育支援 G 388 教育支援 G 206 教育推進 G 462 教育推進 G 555 教育推進 G 5（2

－

教養教育 22 教養教育 131 教養教育 151 教養教育 165 教養教育 195 教養教育 199
学術 809 学術 1046 学術 1056 学術 1139 学術 13（1 学術 29（（ 学術 188（
学活 G 648 学活 G （50 学活 G 642 学活 G 663 学活 G 662 学活 G （82 学活 G 836
経済 G 352 経済 G 36（

－ － － － －

入試G 363 入試 G 386 入試 G 169 入試 G 152 入試 G 13（ 入試 G 131 入試 G 155
国際部 1048 国際交流 G 613 国際交流 G 125（ 国際交流 G 99（ 国際交流 G 99（ 国際交流 G 1144 国際交流 G 1399
総務部国際
交流課 133

－ － － － － －

学生部留学
生課 19（ 留学交流 G 666

－ － － － －

広報G 159 広報 G 193 広報 G 193 広報 G 221 広報 G 253 広報 G 395 広報 G 439
社会連携 G 291 社会連携 G 389 社会連携 G 391 社会連携 G 408 社会連携 G 466 社会連携 G 1139 社会連携 G 12（3
産学連携
センター 146 産学連携センター 138 産学連携センター 135 産学連携センター 134 産学連携センター 142 産学連携センター 155 産学連携センター 14（

医療政策室 129 医療政策室 194 医療政策室 224 医療政策室 22（ 医療政策室 255 医療政策室 331 医療政策室 （49
情報化推進G 332 情報化推進G 386 情報化推進G 326 情報化推進G 359 情報化推進G 412 情報化推進G 481 情報化推進G 48（
総務部企画室 116

－ － － － － －

財務部 1（35 財務企画 G 8（2 財務企画 G （4（ 財務企画 G （88 財務企画 G 824 財務企画 G 913 財務企画 G 891
経理部 68（ 経理 G （（1 経理 G 90（ 経理 G 1150 経理 G 1528 経理 G 2133

－
－

管財G 560 管財 G 502 管財 G 555 管財 G 569

－ －
－

契約G 346 契約 G 3（2 契約 G 49（ 契約 G 616

－ －
－

外部資金G 219 外部資金 G 396 外部資金 G 452 外部資金 G 1（21

－ －
－ － － － －

共通事務室 13（4 共通事務室 3（58
施設部 1064 施設企画 G 528 施設企画 G 404 施設企画 G 466 施設企画 G 523 施設企画 G 649 施設企画 G 689
（施設部） 460 施設計画 G 126 施設計画 G 50 施設計画 G 2002 施設計画 G 2016 施設計画 G 2133 施設計画 G 2241

－

施設管理G 4（9 施設管理 G 313 施設管理 G 439 施設管理 G 386 施設管理 G 596 施設管理 G 590
環境安全
センター 54 環境安全センター 43 環境安全センター 16 環境安全センター 12 環境安全センター 14 環境安全センター 14 環境安全センター 13

総務部 636 総務 G 8（0 総務 G 636 総務 G 1003 総務 G 990 総務 G 1141 総務 G 1305
総務部総務課 129

－ － － － － －
－ －

東京オフィス 1 東京オフィス 16 東京オフィス 152 東京オフィス 181 東京オフィス 161

－

リスクG 4（ リスク G 14（

－ － － －

人事G　 1309 人事 G 6（0 人事 G 50（ 人事 G 516 人事 G 498 人事 G 585 人事 G 12（3
総務部人事課 153

－ － － － － －
－

服務G 260 服務 G 242 服務 G 265 服務 G 333 服務 G 189 服務 G 433

－

職員福利G 524 職員福利 G 425 職員福利 G 440 職員福利 G 523 職員福利 G 609

－

H25 H26 H2（ 備　　考
男女共同参画 8 43 44 保育園関係を含む
調査、照会・回答 2   8 15
人事制度 1   1 12 照会・回答を含む
任免 8   4 23
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小池聖一　　国立大学法人化後の法人文書管理とアーカイブズ

の
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
策
の
変
化
に
対
応
し
て
簿
冊
数
が
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、

労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
伴
う
簿
冊
数
の
変
化
は
、
国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
の

人
員
構
成
の
変
化
に
も
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
広
島
大
学
の
教
職
員
数
は
、
下

記
の
表
６
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る

）
（1
（

。

　

こ
こ
一
一
年
の
間
に
、
教
職
員
数
は
、
全
体
で
約
33
％
増
加
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
教
員
数
は
、
附
属
学
校
を
含
め
て
約
11
％
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
大
学

常
勤
教
員
は
約
10
％
減
少
し
て
い
る
。
反
対
に
、
特
任
教
員
等
の
教
員
は
、
約

二
三
倍
も
増
え
、
非
常
勤
職
員
も
約
34
％
増
加
し
て
い
る
。
職
員
数
も
全
体
で
約

45
％
増
加
し
て
い
る
が
、
契
約
職
員
で
約
（4
％
増
、
非
常
勤
も
約
52
％
増
加
し
て

い
る
。
全
体
で
の
常
勤
比
率
は
、
約
46
％
か
ら
約
35
％
へ
と
低
下
し
て
い
る
。
平

成
二
八
年
に
は
、
広
島
市
内
の
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
霞
地
区
学
生
の
た
め
の
教

養
教
育
施
設
を
兼
ね
た
未
来
創
成
セ
ン
タ
ー
が
新
設
さ
れ
た
も
の
の
、
一
般
職
員

は
、
約
６
％
削
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
看
護
職
員
に
つ
い
て
は
、
約

50
％
も
増
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
員
構
成
の
変
化
が
背
景
と
な
っ
て
、

契
約
職
員
・
非
常
勤
職
員
に
関
わ
る
「
任
免
」
の
簿
冊
数
が
増
え
、
労
働
者
派
遣

法
の
改
正
も
あ
っ
て
倍
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
等
か
ら
の
調
査
お

よ
び
照
会
・
回
答
も
、
平
成
二
七
年
度
は
平
成
二
五
年
度
の
七
・
五
倍
に
も
上
っ

て
い
る
。
ま
た
、
人
事
制
度
に
つ
い
て
は
、
従
来
研
究
科
・
学
部
ご
と
に
行
っ
て

い
た
教
員
人
事
が
、
平
成
二
八
年
度
の
教
員
組
織
と
し
て
の
学
術
院
の
創
設
に
伴

い
、
事
務
を
人
事
部
人
事
グ
ル
ー
プ
が
所
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
大
学
組
織
の
改
編
に
伴
う
業
務
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
通
常
業
務
量
が
著
し
く
増
減
す
る
こ
と
の
少
な
い
人
事

表６　教職員数の変化（各年度５月１日現在）

※育児休業及び休職を除く
　特任教員等は，特任教員，寄附講座等教員，共同研究講座等教員，病院助教を示す（いずれもフルタイム）
　その他契約（教員）は，研究員や，パートタイム勤務の特任教員等を示す
　非常勤は，非常勤講師，TA，RA等を示す

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ2（ Ｈ28
役員 10 9 8 8 8 9 9 9 8 9 10
常勤教員 1626 1612 1594 1581 1548 1544 1528 1498 1480 1495 1464
常勤教員（附属学校） 221 220 220 222 222 222 220 219 215 21（ 215
特任教員等 11 （（ 100 136 161 220 258 280 292 280 251
その他契約（教員） 561 585 6（0 （24 636 （09 （48 689 （28 （4（ （5（
一般職員 60（ 609 599 598 601 596 601 595 584 5（2 5（0
教室系技術職員 88 （8 （6 （5 （2 （2 （4 （6 （（ （5 （1
技能・労務職員 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1
教務職員 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海事職員 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
看護職員 542 633 682 （32 （12 （30 （60 （（5 809 （98 816
医療職員 95 106 10（ 111 122 131 128 131 139 14（ 150
契約（職員） 892 10（（ 1161 1280 1356 1406 1453 1454 1494 1511 1549
非常勤 223（ 2448 2518 2854 2964 314（ 3111 2951 3156 34（3 3394
計 6923 （468 （（4（ 8333 8414 8（98 8902 8689 8994 9336 9258
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部
に
お
い
て
も
、
国
立
大
学
法
人
化
後
、
国
の
政
策
変
更
等
に
伴
い
業
務
量
を
増

大
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
人
事
部
の
職
員
数
は
、
表
７
の

よ
う
に
、
微
増
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

国
立
大
学
法
人
化
と
と
も
に
、
広
島
大
学
で
は
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
制
を
導
入

し
、
業
務
組
織
を
事
務
局
か
ら
室
体
制
に
変
更
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
意
思
決
定

シ
ス
テ
ム
は
、
稟
議
制
か
ら
、
従
来
の
課
長
職
に
相
当
す
る
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

か
ら
学
長
へ
と
直
結
す
る
ト
ッ
プ
・
ト
ゥ
・
ボ
ト
ム
型
の
シ
ス
テ
ム
に
変
更
し
た
。

　

し
か
し
、
学
長
が
全
て
の
校
務
に
精
通
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
た
め
、
室
を
束

ね
る
副
学
長
が
責
任
を
分
担
す
る
、
民
間
で
い
う
事
業
部
体
制
に
近
い
形
態
に
移

行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
事
業
部
体
制
は
、
一
般
企
業
で
は
採
用
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
る
が
、大
学
に
お
い
て
は
、類
似
し
た
組
織
と
し
て
病
院
組
織
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
国
立
大
学
法
人
化
以
降
、
病
院
長
出
身
者
が
二
代
続
い
て
学
長
に

就
任
し
た
こ
と
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
同
時
に
、
国
立
大
学

法
人
化
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
学
長
権
限
は
、
各
室
を
担
当
す
る
副
学
長
だ
け
で
な

く
、
重
要
事
業
ご
と
に
副
理
事
と
い
う
「
部
長
級
」
の
教
員
を
教
職
員
一
体
型
の

名
の
も
と
に
大
量
に
執
行
部
入
り
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
表
８
）。

　

こ
の
結
果
、
第
一
に
、
室
・
担
当
副
学
長
ご
と
に
、
さ
ら
に
副
理
事
ご
と
に
事

業
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
一
案
件
で
複
数
の
文
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
も

散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
、
法
人
化
以
前
の
あ
る
程
度
一
元
化
し
た
事

務
局
組
織
で
は
、
業
務
の
重
複
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
教

表７　人事グループ職員数の推移

※ 育児休業及び休職を除く。なお、人事部は、平成26年度に職員福利グループが共通事務室へ移り、翌年度には人事
へと移動し平成28年度にはグループ名がなくなっている。

表８　広島大学執行部の変遷

※ カッコ内は、業務職員 (事務職員 ) 及び非教員の内数。総数から内数を引いたものが教員出身者数となる。『広大通信』
から作成。

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2（ H28
常勤 35 3（ 35 33 30 33 3（ 35 35 35 36

契約・非常勤  6   6 11 13 16 15 15 14 14 15 15
計 41 43 46 46 46 48 52 49 49 50 51

年月日 学長 理事・
副学長 理事 副学長 学長補佐 副理事 学長

特別補佐
人事
委員長 部長 監事 合計

牟田泰三学長 平成18年４月 1 5 1（1） 3 5 5 （（） 2 29（8）
浅原利正学長① 平成19年４月 1 2 3（1） 1 16（5） 2 23（6）
浅原利正学長② 平成21年４月 1 3 2（1） 2 3 19（8） 2 38（9）
浅原利正学長③ 平成24年４月 1 5 1（1） 3 3 21（8） 4（1） 2 40（9）
浅原利正学長④ 平成25年４月 1 5 1（1） 6 0 22（10） 5 2 42（11）
越智光夫学長① 平成2（年４月 1 5 1（1） 6 1 25（13） （（5） 2 48（19）
越智光夫学長② 平成28年４月 1 6 1（1） 6 1 15（2） 4（1） 1 13（12） 2 50（16）
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員
を
ト
ッ
プ
と
す
る
室
体
制
で
は
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働
か
な
い
こ
と
も
、

業
務
職
員
の
業
務
量
が
増
え
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
国
立
大
学
で
は
、
国
立
大
学
法
人
化
以
降
、
毎
年
運
営
交
付
金
に
マ

イ
ナ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
が
か
け
ら
れ
た
結
果
、
外
部
資
金
依
存
率
が
高
く
な
り
、
外

部
資
金
導
入
に
伴
う
業
務
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
学
術
室
・

教
育
室
の
業
務
内
容
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
は
じ
め
と
す

る
業
務
が
増
大
し
、
ま
た
、
新
た
な
外
部
資
金
獲
得
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型

の
業
務
が
急
増
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
教
務
・
学
務
と
い
う
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
業
務
は
、
従
前
と

変
化
な
く
存
在
し
、
む
し
ろ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
外
部
資
金
導
入
の
影
響
を
受

け
て
著
し
く
業
務
が
多
様
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
業
務
に
お
い
て
、
増
分
主

義
的
（
前
例
踏
襲
主
義
）
な
意
思
決
定
は
基
本
的
に
従
前
と
同
じ
業
務
量
な
が
ら
、

新
規
事
業
に
と
も
な
う
合
理
的
決
定
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
う

立
案
等
の
調
査
・
申
請
書
作
成
に
関
す
る
業
務
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

競
争
的
資
金
は
、
先
端
的
あ
る
い
は
大
学
の
特
性
に
合
わ
せ
た
特
異
な
分
野
を
対

象
と
す
る
研
究
資
金
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
申
請
書
作
成
に
あ
た
っ
て
の
教
員
参

画
が
不
可
欠
と
な
り
、
ま
た
、
外
部
資
金
獲
得
を
目
的
と
す
る
教
員
の
業
務
組
織

内
へ
の
参
画
も
、
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
、
文
書
管
理
は
、「
動
態
的
管
理
」
に
お
い
て
、
そ
れ
が
増

分
主
義
的
決
定
で
あ
る
場
合
、
常
に
、
前
例
が
集
積
さ
れ
て
い
る
簿
冊
を
参
照
す

る
。
恒
常
的
な
業
務
に
つ
い
て
は
、
短
期
保
存
の
簿
冊
を
参
照
し
つ
つ
業
務
が
お

こ
な
わ
れ
る
が
、
紀
年
事
業
の
よ
う
に
、
長
期
間
利
用
さ
れ
な
く
て
も
二
五
年
、

五
〇
年
先
に
先
例
と
し
て
必
要
と
な
る
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
保
存
年
限
が
経
過
し

て
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
後
も
、
参
照
の
対
象
と
な
る
。
公
的
機
関
に
お
け
る
文

書
管
理
は
、
基
本
、「
動
態
的
管
理
」
を
基
盤
と
し
、
そ
の
管
理
を
情
報
法
制
（
個

人
情
報
保
護
法
、
特
定
秘
密
保
護
法
、
不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
法
）
下
で
行
い
、
政

策
過
程
が
終
了
し
、
そ
れ
が
簿
冊
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
簿
冊
の
証
明

機
能
・
内
容
等
の
重
要
性
・
機
密
性
か
ら
、
厳
密
な
「
静
態
的
管
理
」
と
し
て
の

文
書
管
理
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
直
接
企
画
立
案
・
執
務
の
参
考
と
は
な
ら
な
く
て
も
、
証
明
機
能

を
有
す
る
簿
冊
（
フ
ァ
イ
ル
）
は
、
無
期
限
保
存
・
30
年
保
存
の
学
籍
簿
等
だ
け

で
な
く
、
契
約
職
員
等
の
人
事
関
係
記
録
に
ま
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が

改
め
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
証
明
機
能
を
有
す
る
簿
冊
は
、

恒
常
的
に
参
照
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
管
理
が
行
き
届
か
な
い

の
が
実
態
で
あ
る
。
今
後
、
情
報
公
開
お
よ
び
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て
は
、
総

務
グ
ル
ー
プ
、
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
文
書
館
が
担
う
と
い
う
役
割
分
担
と
と

も
に
、
証
明
機
能
を
有
す
る
簿
冊
に
つ
い
て
、
現
用
の
証
明
機
能
は
人
事
部
が
有

し
、
無
期
限
保
存
及
び
30
年
保
存
等
、
保
存
期
間
を
超
過
せ
ず
と
も
必
要
な
証
明

機
能
を
有
す
る
簿
冊
に
つ
い
て
の
管
理
及
び
証
明
書
発
行
権
限
は
文
書
管
理
と
と

も
に
文
書
館
が
担
う
と
い
う
こ
と
が
、
合
理
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
証
明
機
能

を
有
す
る
フ
ァ
イ
ル
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
保
存
期
間
を
超
過
し
て

も
、
公
開
に
は
適
さ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
統
一
的
管
理
を
実
施
し
て
い
る
広

島
大
学
文
書
館
で
あ
れ
ば
、
管
理
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

今
後
、
大
学
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
イ
ズ
）
は
、
歴
史
学
補
助
の
た
め
の
「
器
」

で
は
な
く
、
よ
り
親
組
織
と
の
連
携
を
前
提
に
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
、
親

機
関
の
政
策
立
案
に
法
人
文
書
管
理
を
通
じ
て
、
ま
た
、
証
明
機
能
を
通
じ
て
、
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広
島
大
学
の
構
成
員
で
あ
る
卒
業
生
及
び
そ
の
親
族
等
に
も
寄
与
す
る
組
織
へ
と

変
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

上
記
の
よ
う
な
、
広
島
大
学
に
お
け
る
法
人
文
書
数
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
変
化

は
、
他
の
国
立
大
学
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
法
人

文
書
の
多
様
化
に
伴
い
、
外
形
標
準
的
な
類
別
化
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
親
組
織

で
あ
る
大
学
の
業
務
変
化
及
び
そ
の
理
由
と
背
景
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
文
書
の

評
価
・
選
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
親
組
織
と
の
連
携
は
、

よ
り
多
様
化
す
る
業
務
に
基
づ
く
法
人
文
書
を
管
理
し
て
い
く
う
え
で
、
大
学
文

書
館
に
と
っ
て
は
必
須
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。

　

国
立
大
学
法
人
化
後
の
国
立
大
学
は
、
大
学
の
在
り
方
と
と
も
に
、
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
に
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
本
来
の
機
能
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・

シ
ス
テ
ム
、
モ
ダ
ン
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
セ
オ
ド
ア
・
シ
ェ
レ
ン
バ
ー
グ
が
規
定
し

た
、
①
行
政
の
効
率
性
の
向
上
、
②
文
化
的
資
源
の
保
存
、
③
個
人
の
権
利
の
保

護
、
④
行
政
事
務
へ
の
活
用
の
四
点
全
て
の
機
能
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
を
強
要
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う

）
（（
（

。

注（
１
） 

岡
田
泰
司
「
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
法
人
文
書
管
理
及
び
法
人
文
書
管
理
シ
ス

テ
ム
の
運
用
に
つ
い
て
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
三
号
、平
成
二
三
年
。

（
２
） 

広
島
大
学
に
お
け
る
国
立
大
学
法
人
化
に
つ
い
て
は
、
広
島
大
学
文
書
館
編
『
地

方
国
立
大
学
に
と
っ
て
の
国
立
大
学
法
人
化
』（
広
島
大
学
文
書
館
研
究
叢
書
１
）

平
成
二
〇
年
、
を
参
照
。

（
３
） 

研
修
ポ
ー
タ
ル
、４

－

４
法
人
文
書
の
取
り
扱
い（
第
４　

法
人
文
書
の
流
れ
）（
平

成
二
九
年
一
月
一
日
現
在
）。
ま
た
、
こ
の
「
動
態
的
管
理
」
と
「
静
態
的
管
理
」

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
山
崎
久
道
他
「
わ
が
国
企
業
の
文
書
管
理
の
現
状
と
課
題

に
関
す
る
考
察
」『
レ
コ
ー
ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
第
五
二
号
（
記
録
管
理
学
会
、

平
成
一
八
年
）
を
参
考
に
導
入
し
た
も
の
で
、
動
態
的
文
書
管
理
は
、
必
要
に
応

じ
て
積
極
的
に
加
工
し
て
活
用
す
る
文
書
、
静
態
的
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
改

ざ
ん
・
加
工
・
粉
飾
し
て
は
な
ら
な
い
文
書
と
し
て
区
別
し
て
運
用
し
て
い
る
。

（
４
） 

国
立
公
文
書
館
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
七
九
号
）
第
一
一
条
（
業
務
の
範
囲
）。

（
５
） 

村
上
淳
子
「
広
島
大
学
文
書
館
に
お
け
る
法
人
文
書
管
理
の
現
状
と
課
題
」『
広

島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
八
号
、
平
成
二
八
年
、
参
照
。

（
６
） 

文
書
館
へ
の
移
管
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
村
上
淳
子
「
広
島
大
学
文
書
館
に
お
け

る
法
人
文
書
移
管
基
準
の
策
定
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
六
号
、
平
成

二
六
年
、
参
照
。

（
７
） 

同
前
注
（
２
）
参
照
。

（
８
） 

本
デ
ー
タ
の
加
工
に
つ
い
て
は
、
村
上
淳
子
公
文
書
室
長
に
依
頼
し
、
作
成
し
て

も
ら
っ
た
。
多
忙
な
業
務
の
な
か
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
９
）
本
学
に
お
い
て
は
、
単
に
文
書
館
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
、

「
連
携
」が
存
在
し
、文
書
館
が
法
人
文
書
管
理
に
関
す
る
監
査
権
も
有
す
る
こ
と
、

研
修
の
実
施
等
に
よ
り
職
員
の
意
識
が
向
上
し
た
こ
と
等
の
複
合
的
要
因
の
結
果

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
、
後
述
す
る
よ
う
な
業
務
量
が
増
大
す
る

な
か
、
公
文
書
管
理
に
意
識
を
向
け
、
そ
の
整
備
を
す
す
め
て
い
る
の
は
業
務
職

員
で
あ
り
、結
果
と
し
て
登
録
が
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

業
務
職
員
各
位
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
文
書
管
理
は
、
親

組
織
と
の
連
携
が
前
提
で
あ
り
、
同
時
に
親
組
織
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
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と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
公
文
書
管
理
の
点
検
に
つ
い
て
報
道

さ
れ
た
が
、
行
政
各
省
の
意
識
と
と
も
に
、
内
閣
府
公
文
書
管
理
課
及
び
国
立
公

文
書
館
の
組
織
的
問
題
の
根
幹
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（「
甘
い
点

検 

国
交
・
文
科
省
、
不
備
報
告
せ
ず
」『
毎
日
新
聞
』
平
成
二
八
年
一
二
月
一
一

日
東
京
朝
刊
）。

（
10
）
本
表
は
、
広
島
大
学
財
務
・
総
務
室
人
事
部
人
事
グ
ル
ー
プ
松
崎
和
俊
副
グ
ル
ー

プ
リ
ー
ダ
ー
に
依
頼
し
、
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
に
も
あ
る
よ
う
に
多
忙

な
な
か
、
時
間
を
割
い
て
作
っ
て
い
た
だ
き
感
謝
し
て
い
る
。

（
11
）Schellenberg, T

, R. 

“Reasons for archival establishhm
ents

”. M
odern 

archives;principles and techniques. U
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Document Management and Archiving after National University Incorporation

KOIKE Seiichi

Abstract

　　 This paper analyzes the document management situation at Hiroshima University after 

incorporation as a national university and clarifies what kind of changes occurred.   At the 

same  time,  the paper also  clarifies  one of  the most  important  role  in  the  future of  the 

Hiroshima University Archives that should manage the personnel  information such as the 

college register books or the personnel records to prove an individual.


